
！知っておこう

自己負担限度額（月額）

外来＋入院（世帯単位）

　　　　　　　８０,１００円
※医療費が２６７，０００円を超えたときは、
　超えた分の１％を加算
※過去12ヵ月間に４回以上世帯単位の　高額
　医療費の支給があった場合、４回目以降は
　４４，４００円（多数該当）

所　得　区　分

一定以上所得者

外来（個人単位）

４４，４００円

４４，４００円一　　　　　般 １２，０００円

２４，６００円低　所　得　Ⅱ ８，０００円

低　所　得　Ⅰ ８，０００円 １５，０００円

あ
な
た
の
医
療
費
負
担
は
１
割
？
３
割
？

老
人
保
健
で

医
療
機
関
に
か
か
る
人
は
？

負
担
割
合
を
判
定

一
定
以
上
所
得
者
は
、
３
割

医療機関の窓口には、必ず老人保健医療受給者証を提示してください！

◆
７５
歳
（
一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は

　

６５
歳
）
以
上
の
方

◆
昭
和
７
年
９
月
３０
日
以
前
に
生
ま

　

れ
た
方

  

医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
は
、
必

ず
「
健
康
保
険
証
」
・
「
老
人
医
療

受
給
者
証
」
・
「
健
康
手
帳
」
を
窓

口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

（
特
に
「
老
人
医
療
受
給
者
証
」
に

は
、
窓
口
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
必
ず
窓
口
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。
）

　

負
担
割
合
が
変
更
に
な
る
場
合
は
、

新
受
給
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

老
人
医
療
受
給
者
の
皆
様
に
は
、

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
か
か
っ
た
医

療
費
の
１
割
ま
た
は
３
割
を
負
担
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、
毎

年
判
定
が
行
わ
れ
、
負
担
割
合
が
変

更
に
な
る
場
合
は
、
新
し
い
受
給
者

証
を
交
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課　

℡
３
６
６
・
７
１
１
６

一定以上所得者の条件
（①または②に該当）

①
課
税
所
得
額
が
１
４
５
万
円

　

以
上
の
老
人
医
療
受
給
者

②
課
税
所
得
額
が
１
４
５
万
円

　

以
上
の
70
歳
以
上
の
方
、
ま

　

た
は
老
人
医
療
受
給
者
と
同

　

じ
世
帯
に
み
え
る
老
人
医
療

　

受
給
者

必要なものは老人医療受給者の方が

医療受給者証・印鑑

医療受給者証・印鑑

被保険者証・印鑑

医療受給者証・印鑑

死亡したとき

他の市町村に転出するとき

加入する医療保険が変わったとき

同一市町村内で住所を変更したとき

他の市町村から転入したとき

いつまでに

14日以内

すみやかに

14日以内

14日以内

14日以内
被保険者証・印鑑
所得判定用証明書

次の場合は必ず届出を基
準
収
入
額
適
用
申
請

高
額
医
療
費
の
支
給
に

つ
い
て

　

「
３
割
」
の
負
担
と
判
定
さ
れ

た
受
給
者
の
方
で
も
、
次
の
条
件

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

「
１
割
」
と
な
り
ま
す
が
、
申
請

が
必
要
で
す
。

【
１
割
と
な
る
条
件
】

◆
同
じ
世
帯
に
お
い
て
、
他
に
70

歳
以
上
の
高
齢
者
の
方
（
65
歳
以

上
で
老
人
医
療
の
障
害
認
定
を
受

け
て
い
る
方
も
含
む
。
）
が
み
え
る

場
合

･･･

合
計
収
入
額
５
２
０
万
円
未
満

◆
同
じ
世
帯
に
お
い
て
、
他
に
70
歳

以
上
の
高
齢
者
の
方
（
65
歳
以
上
で

老
人
医
療
の
障
害
認
定
を
受
け
て
い

る
方
も
含
む
。
）
が
み
え
な
い
場
合

　

･･･

合
計
収
入
額
３
８
３
万
円
未

満
　

「
１
割
」
負
担
の
適
用
を
受
け
る

に
は
、
「
基
準
収
入
額
適
用
申
請
書
」

を
福
祉
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
に
属
す

る
老
人
医
療
受
給
者
の
方
は
、
申
請

に
よ
り
入
院
時
の
食
事
療
養
及
び
生

活
療
養
標
準
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま

す
の
で
、
福
祉
課
に
申
請
し
て
く
だ

　

１
ヵ
月
間
の
医
療
費
の
自
己
負
担

額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
は
、
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
が
高
額
医

療
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

高
額
医
療
費
の
支
給
に
は
、
申
請

が
必
要
で
す
。
高
額
医
療
費
に
該

当
し
た
場
合
は
、
申
請
書
を
福
祉

課
か
ら
送
付
し
ま
す
。

　

入
院
の
場
合
、
医
療
機
関
窓
口

で
の
負
担
は
世
帯
単
位
の
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

負
担
割
合
の
判
定
は
、
８
月
１
日

現
在
の
世
帯
状
況
と
前
年
所
得
（
平

成
18
年
分
）
が
基
準
と
な
り
ま
す
。

　

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
支
払
う
一

部
負
担
金
は
、
原
則
と
し
て
か
か
っ

た
医
療
費
の
１
割
で
す
が
、
一
定
以

上
所
得
者
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

　

負
担
割
合
の
判
定
に
よ
っ
て
、
負

担
割
合
が
変
更
に
な
る
場
合
は
、
新

た
な
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
た
受
給

者
証
を
７
月
下
旬
に
交
付
し
ま
す
の

で
、
前
の
受
給
者
証
は
必
ず
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。
新
た
な
負
担
区
分
は
、

８
月
１
日
か

ら
適
用
さ
れ

ま
す
。

23

　

こ
の
認
定
試
験
は
、
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
就
学
義
務
猶

予
免
除
者
な
ど
の
方
に
対
し
、
中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
が
あ
る
か
ど
う
か
を

認
定
す
る
た
め
に
国
が
行
う
試
験
で
あ
り
、
合
格
し
た
者
に
は
高
等
学
校
の
入

学
資
格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

　

受
験
資
格
は
下
の
表
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
１９
年
度　

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
等
の
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

　

試
験
科
目
は
国
語
・
社
会
・
数

学
・
理
科
及
び
英
語
の
５
教
科
で
、

各
教
科
と
も
中
学
校
で
履
修
す
る

程
度
の
内
容
で
す
。

試
験
科
目
と
程
度

願
書
受
付
期
間
と

受
付
場
所

（
１
）
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
場
合

　

出
願
書
類
は
８
月
24
日

（金）
〜
９
月

11
日

（火）
（
消
印
有
効
）
ま
で
に
文
部

科
学
省
へ
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

必
要
な
諸
用
紙
に
つ
い
て
は
、
８

月
１
日

（水）
以
降
に
三
重
県
教
育
委
員

会
事
務
局
高
校
教
育
室　

進
路
指
導
・

入
試
グ
ル
ー
プ
（
℡
０
５
９
・
２
２

４
・
２
９
１
３
）
に
、
事
前
連
絡
の

う
え
、
出
願
に
必
要
な
諸
用
紙
等
を

受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
２
）
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
に
よ
り

提
出
す
る
場
合

　

認
定
試
験
願
書
及
び
履
歴
書
に
つ

い
て
は
、
文
部
科
学
省
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ

る
所
定
の
画
面
に
必
要
事
項
を
入
力

し
て
、
８
月
24
日

（金）
〜
９
月
11
日

（火）

ま
で
の
間
に
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
に

よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

そ
の
他
書
類
に
つ
い
て
は
、
書
面
に

よ
り
文
部
科
学
省
へ
送
付
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

と　

き　

11
月
５
日

（月）
午
前
10
時
〜

午
後
３
時
40
分　

と
こ
ろ　

三
重
県
庁
講
堂
棟
３
階
第

１
３
１
会
議
室
・
第
１
３
２
会
議
室

（
県
庁
南
側
：
津
市
広
明
町
13
番
地
）

試
験
の
日
時
と
場
所

　

全
科
目
合
格
者
に
は
認
定
証
書

が
、
科
目
合
格
者
に
は
科
目
合
格

証
書
が
、
そ
の
他
の
者
に
は
結
果

通
知
書
が
、
12
月
14
日
（
予
定
）

に
、
文
部
科
学
省
か
ら
直
接
本
人

あ
て
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

合　

格　

発　

表

そ　

の　

他

①就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であった者で、平成20

　年3月31日までに満15歳以上になるもの

②保護者が就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、平成20年3月31日ま

　でに満15歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと

　見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの

③平成20年3月31日までに満16歳以上になる者（①及び④に掲げる者を除く。）

④日本の国籍を有しない者で、平成20年3月31日までに満15歳以上になるもの

受　験　資　格

　

受
験
者
は
１
回
の
受
験
に
お
い
て

必
ず
し
も
全
部
の
試
験
科
目
を
受
験

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

一
部
の
受
験
科
目
に
合
格
し
た
者
は

翌
年
以
降
の
試
験
で
は
、
そ
の
科
目

の
受
験
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育
課

　
　
　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
４
１

　

「
日
本
女
性
会
議
２
０
０
７　

ひ
ろ
し
ま
」

　

参
加
者
募
集

「
日
本
女
性
会
議
２
０
０
７　

ひ
ろ
し
ま
」

　

参
加
者
募
集

　

日
本
女
性
会
議
は
、
１
９
７
５
年

の
「
国
際
婦
人
年
」
と
、
こ
れ
に
続

く
「
国
際
婦
人
の
年
」
を
記
念
し
、

女
性
問
題
の
解
決
に
向
け
、
各
都
市

連
携
の
も
と
毎
年
全
国
的
な
規
模
で

開
催
さ
れ
て
い
る
会
議
で
す
。

　

町
で
は
、
男
女
共
同
参
画
推
進
の

意
識
啓
発
を
図
る
目
的
で
、
広
島
市

で
開
催
さ
れ
る
日
本
女
性
会
議
２
０

０
７
ひ
ろ
し
ま
の
参
加
者
を
募
集
い

た
し
ま
す
。

【
募
集
要
項
】

と　

き　

10
月
19
日

（金）
・
20
日

（土）

と
こ
ろ　

広
島
国
際
会
議
場
ほ
か

募
集
人
数　

３
名　

※
応
募
者
多
数

の
場
合
は
抽
選
。
応
募
状
況
に
よ
っ

て
は
、
大
会
本
部
で
実
施
す
る
本
抽

選
に
漏
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

参 

加 

費　
　

無
料

参
加
資
格　

川
越
町
在
住
で
、
日
本

女
性
会
議
に
は
じ
め
て
参
加
し
、
２

日
間
出
席
で
き
る
方
（
宿
泊
要
）

※
そ
の
他
ご
留
意
い
た
だ
く
点
が
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

応
募
締
切　

７
月
23
日

（月）
午
後
５
時

ま
で

申
込
方
法　

お
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。
（
土
・
日
・
祝
日
を
除

く
平
日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時
ま
で
）

そ 

の 

他　

参
加
後
に
感
想
文
を
提

出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

企
画
情
報
課　

　
　
　
　
　

℡
３
６
６
・
７
１
１
２

合
格
者
に
は
高
等
学
校
の
入
学
資
格
が
！

合
格
者
に
は
高
等
学
校
の
入
学
資
格
が
！

限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定


